
不 利 益 処 分 基 準 （ 公 表 用 ）             様式第４号 
所管部（局）・課    障害福祉課         

法 令 名 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 法令の番号 昭和３９年７月２日法律第１３４号 
不利益処分の種類 特別障害者手当の支払の調整 根 拠 条 項  第２６条の５ 

 
 
 
 
 
 
処 
 
分 
 
基 
 
準 
 
 
 
 
 
 

 
（１） 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年７月２日法律第１３４号）第１６条、第２６条の５ 
（２） 児童扶養手当法（昭和３６年１１月２９日法律第２３８号）第３１条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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